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問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 大 貫  徹 

（ TEL. 03-5114-5708 ） 

  

（変更）「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」の 

一部変更について 

 

当社は、2022 年９月 20 日に開示いたしました「当社従業員等に対するストックオプション（新株予約権）

の発行に関するお知らせ」につきまして、2022 年 10 月 20 日開催の取締役会において一部変更とすることを

決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、2022 年９月 20 日に当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的

に当社の従業員及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストックオプションとして新株

予約権を発行することを決議いたしましたが、ストックオプション行使の利便性を高めるために「２

（２）新株予約権の総数」、「２（３）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予

約権の数」、「２（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「２（14）新株予約権の割

当日」を一部変更することといたしました。 

 

２．変更内容 

下線部につき、以下のとおり変更いたします。 

 

（変更前） 

２．新株予約権の発行要領 

（２）新株予約権の総数 

300,000個 

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約

権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と

する。 

 

（３）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

当社の従業員及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。） 100名 300,000個 

 

なお、上記対象となる者の人数及び割当新株予約権数は上限を示したものであり、申込数等によ

り減少することがあります。 

 

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して

払込みをすべき 1 株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に、各新株予約権の目的である株

式の数を乗じた価額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日



 

を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を

乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値（当日に終値

がない場合は、それに先立つ直近の終値。以下同じ。）を下回る場合は、割当日の終値を行使価額

とする。 

（後略） 

 

 

（14）新株予約権の割当日 

2022年 10月 31日 

 

（変更後） 

２．新株予約権の発行要領 

（２）新株予約権の総数 

287,000個 

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約

権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と

する。 

 

（３）新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

当社の従業員及び当社子会社の取締役（社外取締役を除く。） 101名 287,000個 

 

なお、上記対象となる者の人数及び割当新株予約権数は上限を示したものであり、申込数等によ

り減少することがあります。 

 

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して

払込みをすべき 1 株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に、各新株予約権の目的である株

式の数を乗じた価額とする。行使価額は、割当日の終値を行使価額とする。 

（後略） 

 

（14）新株予約権の割当日 

2022年 11月 24日 

 

 

以 上 


